
議案第４２号 

 

山口県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び共同処

理する事務の構成団体の変更並びにこれに伴う規約の変更について 

地方自治法第２８６条第１項の規定により、令和６年４月１日から、山口県

市町総合事務組合に萩・長門清掃一部事務組合を加入させ、山口県市町総合事

務組合規約（平成１８年指令平１８市町第８１５号）第３条第８号及び同条第

１１号に規定する事務を共同処理する団体に萩・長門清掃一部事務組合を加え

ること、並びにこれに伴い山口県市町総合事務組合規約を以下のとおり変更す

ることについて、関係地方公共団体と協議するため、地方自治法第２９０条の

規定により議会の議決を求める。 

 

 令和６年２月２２日提出 

 

山陽小野田市長 藤 田 剛 二 

 

 山口県市町総合事務組合規約の一部を改正する規約 

 山口県市町総合事務組合規約（平成１８年指令平１８市町第８１５号）の一

部を次のように改正する。 

別表第１中「、柳井地区広域消防組合、周東環境衛生組合、玖珂地方老人福

祉施設組合、田布施・平生水道企業団、熊南総合事務組合、周南東部環境施設

組合、周南地区衛生施設組合、周南地区福祉施設組合、光地区消防組合、柳井

地域広域水道企業団、岩国地区消防組合、宇部・山陽小野田消防組合、山口県

後期高齢者医療広域連合、山口県市町総合事務組合」を「、周南地区福祉施設

組合、玖珂地方老人福祉施設組合、周東環境衛生組合、田布施・平生水道企業

団、熊南総合事務組合、周南地区衛生施設組合、柳井地区広域消防組合、光地

区消防組合、岩国地区消防組合、周南東部環境施設組合、柳井地域広域水道企

業団、山口県市町総合事務組合、山口県後期高齢者医療広域連合、萩・長門清

掃一部事務組合、宇部・山陽小野田消防組合」に改める。 

別表第２の２の項中「、周東環境衛生組合、玖珂地方老人福祉施設組合」を

「、玖珂地方老人福祉施設組合、周東環境衛生組合」に改め、同表の６の項中



「、柳井地区広域消防組合、周東環境衛生組合、玖珂地方老人福祉施設組合、

田布施・平生水道企業団、熊南総合事務組合、周南東部環境施設組合、周南地

区衛生施設組合、周南地区福祉施設組合、光地区消防組合、柳井地域広域水道

企業団、岩国地区消防組合、山口県後期高齢者医療広域連合、山口県市町総合

事務組合」を「、周南地区福祉施設組合、玖珂地方老人福祉施設組合、周東環

境衛生組合、田布施・平生水道企業団、熊南総合事務組合、周南地区衛生施設

組合、柳井地区広域消防組合、光地区消防組合、岩国地区消防組合、周南東部

環境施設組合、柳井地域広域水道企業団、山口県市町総合事務組合、山口県後

期高齢者医療広域連合」に改め、同表の８の項中「、柳井地区広域消防組合、

周東環境衛生組合、玖珂地方老人福祉施設組合、熊南総合事務組合、周南東部

環境施設組合、周南地区衛生施設組合、周南地区福祉施設組合、光地区消防組

合、宇部・山陽小野田消防組合、山口県後期高齢者医療広域連合、山口県市町

総合事務組合」を「、周南地区福祉施設組合、玖珂地方老人福祉施設組合、周

東環境衛生組合、熊南総合事務組合、周南地区衛生施設組合、柳井地区広域消

防組合、光地区消防組合、周南東部環境施設組合、山口県市町総合事務組合、

山口県後期高齢者医療広域連合、萩・長門清掃一部事務組合、宇部・山陽小野

田消防組合」に改め、同表の１１の項中「下関市、宇部市、山口市、萩市、防

府市、下松市、岩国市、光市、長門市、柳井市、美祢市、周南市、山陽小野田

市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町、阿武町、柳井地区広域

消防組合、周東環境衛生組合、玖珂地方老人福祉施設組合、田布施・平生水道

企業団、熊南総合事務組合、周南東部環境施設組合、周南地区衛生施設組合、

周南地区福祉施設組合、光地区消防組合、柳井地域広域水道企業団、岩国地区

消防組合、宇部・山陽小野田消防組合、山口県市町総合事務組合」を「山口県

内の全市町、周南地区福祉施設組合、玖珂地方老人福祉施設組合、周東環境衛

生組合、田布施・平生水道企業団、熊南総合事務組合、周南地区衛生施設組

合、柳井地区広域消防組合、光地区消防組合、岩国地区消防組合、周南東部環

境施設組合、柳井地域広域水道企業団、山口県市町総合事務組合、萩・長門清

掃一部事務組合、宇部・山陽小野田消防組合」に改める。 

附 則 

この規約は、令和６年４月１日から施行する。 
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議案第４２号参考資料 

山口県市町総合事務組合規約新旧対照表 

新 旧 

別表第１ 組合を組織する地方公共団体（第２条関係） 

山口県内の全市町、周南地区福祉施設組合、玖珂地方老

人福祉施設組合、周東環境衛生組合、田布施・平生水道

企業団、熊南総合事務組合、周南地区衛生施設組合、柳

井地区広域消防組合、光地区消防組合、岩国地区消防組

合、周南東部環境施設組合、柳井地域広域水道企業団、

山口県市町総合事務組合、山口県後期高齢者医療広域連

合、萩・長門清掃一部事務組合、宇部・山陽小野田消防

組合 

別表第２ 組合の共同処理する事務と地方公共団体（第３

条関係） 

共同処理する事

務 
共同処理する団体 

１ 略 略 

２ 第３条第２

号に規定する事

宇部市（交通局に限る。）、周防大島

町、和木町、上関町、田布施町、平生

別表第１ 組合を組織する地方公共団体（第２条関係） 

山口県内の全市町、柳井地区広域消防組合、周東環境衛生

組合、玖珂地方老人福祉施設組合、田布施・平生水道企業

団、熊南総合事務組合、周南東部環境施設組合、周南地区

衛生施設組合、周南地区福祉施設組合、光地区消防組合、

柳井地域広域水道企業団、岩国地区消防組合、宇部・山陽

小野田消防組合、山口県後期高齢者医療広域連合、山口県

市町総合事務組合 

 

別表第２ 組合の共同処理する事務と地方公共団体（第

３条関係） 

共同処理する事

務 
共同処理する団体 

１ 略 略 

２ 第３条第２

号に規定する事

宇部市（交通局に限る。）、周防大島

町、和木町、上関町、田布施町、平生
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務 町、阿武町、玖珂地方老人福祉施設組

合、周東環境衛生組合、熊南総合事務

組合、山口県市町総合事務組合 

３ 略 略 

４ 略 略 

５ 略 略 

６ 第３条第６

号に規定する

事務 

宇部市（別表第３に規定する非常勤の

職員に限る。）、山口市（別表第３に

規定する非常勤の職員に限る。）、防

府市、下松市、岩国市、光市、長門

市、柳井市、美祢市、周南市、山陽小

野田市（別表第３に規定する非常勤の

職員に限る。）、周防大島町、和木

町、上関町、田布施町、平生町、阿武

町、周南地区福祉施設組合、玖珂地方

老人福祉施設組合、周東環境衛生組

合、田布施・平生水道企業団、熊南総

合事務組合、周南地区衛生施設組合、

柳井地区広域消防組合、光地区消防組

務 町、阿武町、周東環境衛生組合、玖珂

地方老人福祉施設組合、熊南総合事務

組合、山口県市町総合事務組合 

３ 略 略 

４ 略 略 

５ 略 略 

６ 第３条第６

号に規定する

事務 

宇部市（別表第３に規定する非常勤の

職員に限る。）、山口市（別表第３に

規定する非常勤の職員に限る。)、防府

市、下松市、岩国市、光市、長門市、

柳井市、美祢市、周南市、山陽小野田

市（別表第３に規定する非常勤の職員

に限る。）、周防大島町、和木町、上

関町、田布施町、平生町、阿武町、柳

井地区広域消防組合、周東環境衛生組

合、玖珂地方老人福祉施設組合、田布

施・平生水道企業団、熊南総合事務組

合、周南東部環境施設組合、周南地区

衛生施設組合、周南地区福祉施設組
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合、岩国地区消防組合、周南東部環境

施設組合、柳井地域広域水道企業団、

山口県市町総合事務組合、山口県後期

高齢者医療広域連合 

７ 略 略 

８ 第３条第８

号に規定する

事務 

宇部市、萩市、下松市、光市、長門

市、柳井市、美祢市、山陽小野田市、

周防大島町、和木町、上関町、田布施

町、平生町、阿武町、周南地区福祉施

設組合、玖珂地方老人福祉施設組合、

周東環境衛生組合、熊南総合事務組

合、周南地区衛生施設組合、柳井地区

広域消防組合、光地区消防組合、周南

東部環境施設組合、山口県市町総合事

務組合、山口県後期高齢者医療広域連

合、萩・長門清掃一部事務組合、宇

部・山陽小野田消防組合 

９ 略 略 

１０ 略 略 

合、光地区消防組合、柳井地域広域水

道企業団、岩国地区消防組合、山口県

後期高齢者医療広域連合、山口県市町

総合事務組合 

７ 略 略 

８ 第３条第８

号に規定する

事務 

宇部市、萩市、下松市、光市、長門

市、柳井市、美祢市、山陽小野田市、

周防大島町、和木町、上関町、田布施

町、平生町、阿武町、柳井地区広域消

防組合、周東環境衛生組合、玖珂地方

老人福祉施設組合、熊南総合事務組

合、周南東部環境施設組合、周南地区

衛生施設組合、周南地区福祉施設組

合、光地区消防組合、宇部・山陽小野

田消防組合、山口県後期高齢者医療広

域連合、山口県市町総合事務組合 

 

９ 略 略 

１０ 略 略 
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１１ 第３条第

１１号に規定

する事務 

山口県内の全市町、周南地区福祉施設

組合、玖珂地方老人福祉施設組合、周

東環境衛生組合、田布施・平生水道企

業団、熊南総合事務組合、周南地区衛

生施設組合、柳井地区広域消防組合、

光地区消防組合、岩国地区消防組合、

周南東部環境施設組合、柳井地域広域

水道企業団、山口県市町総合事務組

合、萩・長門清掃一部事務組合、宇

部・山陽小野田消防組合 

 

 

 
 

１１ 第３条第

１１号に規定

する事務 

下関市、宇部市、山口市、萩市、防府

市、下松市、岩国市、光市、長門市、

柳井市、美祢市、周南市、山陽小野田

市、周防大島町、和木町、上関町、田

布施町、平生町、阿武町、柳井地区広

域消防組合、周東環境衛生組合、玖珂

地方老人福祉施設組合、田布施・平生

水道企業団、熊南総合事務組合、周南

東部環境施設組合、周南地区衛生施設

組合、周南地区福祉施設組合、光地区

消防組合、柳井地域広域水道企業団、

岩国地区消防組合、宇部・山陽小野田

消防組合、山口県市町総合事務組合 
 

 


